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　筆者は 2017年に『保安処分構想と医療観察法体制　――日本精神保健福祉士協会の関わりを
めぐって』（生活書院）を出版している。この著書では日本における精神障害者の社会復帰「促進」
を担うソーシャルワーク専門職（精神保健福祉士）の職能団体である「日本精神保健福祉士協会」
（協会）による職域拡大の様相について、2001年に発生した大阪教育大学付属池田小学校児童等
殺傷事件がその成立を加速させる契機となった「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者
の医療及び観察等に関する法律」（2003年成立、医療観察法）に規定された職務要件を精神保健
福祉士が事実上、独占的に獲得することになった経緯について詳述することにより明らかにした
ものである。ここで紹介する筆者の 2冊目の単著は、前著の続編的な位置付けを持つものである。
　本書では、ソーシャルワーク専門職（社会福祉士と精神保健福祉士）の「分立」の維持を前提
とした協会による精神保健福祉士の職域拡大志向の様相と撞着について、「二つの事象」の精査
を通して精査検討している。
　「二つの事象」とは、一つは 2016年 7月 26日未明、県相模原市にある障害者施設「津久井や
まゆり園」において当該施設の元職員により入所者 19名が刺殺され、職員を含む 27名が重軽傷
を負わされた事件（相模原事件）を契機として、強制入院の一つである「措置入院」とその解除
後の「アフターケア」の強化が盛り込まれた「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」（精
神保健福祉法）の「改正」案が国会上程された際、協会が改正法案の趣旨に「肯定的評価」を
示したうえで、法内における措置入院退院者に対する排他的な役割の獲得活動を積極的に展開し
たこと（改正法案は廃案）、もう一つは協会が自らの活動領域がメンタルヘルス全般に拡大して
いる現況を根拠として精神保健福祉士の略称を“Psychiatric Social Worker”（PSW）から“Mental 

Health Social worker”（MHSW）へと正式な手続きを経て変更し、更なる領域の「越境」の意思
を示していることである。
　ここでいう「二つの事象」を同列に扱うことは、当該事象の重大性の濃淡をふまえると違和感
があると思う。しかし筆者は協会による領域の「越境」の意思のあらわれという点において同じ
俎上に載せるべき事象であるとつよく考え、本書を執筆した。
　表題を「統一化のゆくえ」とした理由として、特に 2015年以降、子ども分野における新たな
ソーシャルワーク専門職（国家）資格構想がある。当該資格構想が浮上した際、ソーシャルワー
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ク専門職能団体は「ほんらいソーシャルワーク専門職は一つであるべき」として新資格構想に反
対の立場を表明し、既存 2資格（社会福祉士と精神保健福祉士）の任用促進を主張した。新資格
構想推進派から、「一つ」というがソーシャルワーク専門職資格はそもそも 2つに「分立」して
いるではないかということを指摘された際、ソーシャルワーク専門職能団体は既存 2資格の「統
一」を目指す「覚書」があることを名目として新資格に反対の姿勢を貫き、そのことが「国家資
格」としての新資格構想を見送る契機の一つとなった。しかしその直後に協会は、「議論が尽く
されていない」として当初方針を翻して「覚書」への署名を拒み、結果的に未承認となっている。
　以上の顛末は協会に避けて通ることはできない撞着を生起させている。すなわち、社会福祉士
とは別の、精神保健福祉士という「分立」した資格を創設した経緯をふまえれば、子ども分野の
新資格という「分立」資格についてもほんらいであれば容認せざるを得なくなるという撞着に加
えて、協会が新資格構想を「見送らせる」ための「名目」にもしていた既存 2資格の「統一化」
を目指す「覚書」に反対の立場を示すのであれば、やはり同様に新資格構想も容認せざるを得な
くなるという撞着である。
　社会福祉士とは異なる限定的な目的をもつ資格が「早急」に必要であることを種々の「根拠」
をもとにしたうえで主張し、それを精神保健福祉士という「分立」資格に結実させたという経緯
があるにも関わらず、上述した「二つの事象」にあらわれているように自らの資格は維持したま
ま法成立時に想定されていた限定的な領域の「越境」を志向している協会に妥当性と正統性は存
するのか。本書はその検討の端緒の意をもつものである。


